
「鳥羽～伊良湖航路」の存続に向けた施策を求める意見書    

    

    

 三重県鳥羽港と愛知県伊良湖港とを結ぶ「鳥羽～伊良湖航路」は、昭和３９年１１

月の就航以来、約半世紀にわたり、三重県伊勢志摩地域と愛知県東三河地域を結ぶ重

要な航路として、また、浜松市から和歌山市に至る国道４２号の海上区間として、両

地域発展の一翼を担ってきている。 

 しかしながら、鳥羽・伊良湖間のフェリーを運航する伊勢湾フェリー株式会社は、

国の高速道路料金の値下げ等の影響により、「鳥羽～伊良湖航路」を９月末日をもっ

て廃止すると発表した。 

 「鳥羽～伊良湖航路」は観光、水産物輸送及び地域間交流等に欠くことのできない

交通手段であり、今回の国の政策の影響を受けて同航路が廃止されれば、国道４２号

が分断され、田原市をはじめ本市を含む東三河地域及び伊勢志摩地域にとって重大な

影響を及ぼすことは明白である。 

 よって、国においては、「鳥羽～伊良湖航路」の存続に向けた施策を早急に講じら

れるよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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